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第１章 総則 

 第１節 策定の趣旨 

  寒河江市消防団は、昭和２９年１１月に発足し、今年で６８年を迎える非常備の消防 

機関です。 

消防団員は、別に生業を持ちながらも、地域における消防防災リーダーとして平常時・ 

非常時を問わずその地域に密着し、火災をはじめとした多様化する災害への対応や住民の

防火・防災意識の啓発などを行うなど、住民の安心と安全を守る重要な役割を担っており

ます。 

しかしながら、近年、人口減少・社会情勢の変化などにより消防団を取り巻く環境も

変化しており団員確保が課題になっています。 

また、平成２５年１２月には、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する

法律」が制定され、地方公共団体は、消防団への加入促進、消防団員の処遇・装備・教

育訓練の改善の充実等に関して必要な措置を講ずることとされました。 

更に、昨年８月には、国の「消防団員の処遇等に関する検討会」において、消防団運 

営に当たり取り組むべき事項等（処遇改善、消防団に対する理解の促進など）について 

最終報告書を取りまとめ市町村に示されています。 

このようなことから、寒河江市消防団が社会の変化に柔軟に対応し、地域住民の安心・

安全を確保する組織であり続けるための方向性を示すとともに、その実現に向けた行動方

針等を定めるため「寒河江市消防団ビジョン」を策定するものです。 

 

 第２節 寒河江市消防団ビジョンの位置付け 

  「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の目的及び理念を反映し、 

「新第６次寒河江市振興計画」に沿って策定する本市消防団の中長期的な指針として位置 

付けます。 

 

第３節 寒河江市消防団ビジョンの期間 

本ビジョンの期間は、「新第６次寒河江市振興計画」の目標年度である令和７年度まで

とします。 

なお、社会情勢の変化等を見極めながら、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 消防団を取り巻く状況 

 第１節 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（概要） 

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」平成25年12月13日制定 

（１）目的・基本理念等 

ア 消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保

に資することを目的とし、地域防災力の充実強化は、消防団の強化を図るこ

と等により地域における防災体制の強化を図ることを旨として実施 

イ 地域防災力の充実強化を図る国及び地方公共団体の責務 

ウ 住民に対する防災活動への参加に係る努力義務 

エ 地域防災力の充実強化に関する関係者相互の連絡及び協力義務 

オ 地域防災力の充実強化に関する計画・具体的な事業計画の策定義務 

 

（２）基本的施策 

○消防団の強化 

ア 消防団を「将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性

のない存在」と規定 

イ 消防団への加入の促進 

・意識の啓発 

・公務員の消防団員との兼職に関する特例 

・事業者、大学等の協力 

ウ 消防団の活動の充実強化のための施策 

・消防団員の処遇の改善 

・消防団の装備の改善、相互応援の充実 

・消防団員の教育訓練の改善・標準化、資格制度の創設 
 

○地域における防災体制の強化 

ア 市町村による防災に関する指導者の確保・養成・資質の向上、必要な資機材

の確保等 

イ  自主防災組織等の教育訓練において消防団が指導的役割を担うための市町村

による措置 

ウ  自主防災組織等に対する援助 

エ  学校教育・社会教育における防災学習の振興 
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第２節  消防団員の処遇等に関する検討会の最終報告（概要） 

（１）消防団員の処遇改善 

ア  消防庁において「報酬等の基準」を策定 

・年額報酬：「団員」階級の者については、年額 36,500円を標準とする 

・出動報酬：１日当たり 8,000円を標準とする 

・報酬等の支払い方法を団員個人への直接支給とする 

 

（２）消防団に対する理解の促進 

ア  消防団活動に対する社会的な認識、理解 

イ  消防団員の加入促進広報 

ウ  消防団全体のイメージアップ 

 

（３）幅広い住民の入団促進 

ア  被用者の入団促進 

イ  女性の入団促進 

ウ  学生の入団促進 

エ  将来の担い手育成 

オ  新たな社会環境に対応する団運営 

 

（４）平時の消防団活動のあり方 

ア  地域の実態に即した災害現場で役立つ訓練 

イ  消防操法本来の意義の徹底 

ウ  消防操法大会のあり方 

 

（５）装備等の充実 

 

 

 

 

 

   

 

  



4 

第３節  寒河江市の現況と推移 

（１）寒河江市の人口と将来推計 

   本市の総人口は、2005年は 43,625人であったが、2020年には 40,189人に減少して

いる。 

   国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、今後、本市の総人口は減少傾向

が継続し、2045年には 29,961人と推計されている。 

   また。年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口（15～64歳）も減少傾向と推計されて

いる。 

 

【出典】2020年まで：総務省「国勢調査」 ※各年１０月１日現在 

    2025年以降：国立社会保障・人口問題研究所の推計値（平成３０年３月推計） 
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第３章 消防団の現状と課題 
 第１節 消防団の現状 

（１）組織と配置 

     本市消防団は、現在、本部及び８分団３９部・音楽隊・女性消防隊で構成され、実

員数は、令和４年４月１日現在、７０２名となっています。 
 
【組織図】 

 

  
分団 部 管轄町会 

車両等装備 

自 

※１ 

積 

※２ 

小 

※３ 

１ 

１ 
洲崎、六供町1～3、3、緑町1～4、仲田、西寒河江、4、5、6、
8、上町、八幡町、長岡町、山岸南、山岸、石持、石持２、丑町
1、丑町2、横町、新町1、中央1、中央3 

 １ １ 

２ 
新町、20、21、西の町、27、南町、越井坂1～3、矢の目、34、
35、七日町、ほなみ、東内楯、中内楯、南内楯、中央2、中央
4、中央5、丸内 

 １ １ 

３ 東新山、新山、高田団地、本楯 1～5、花楯町、高田新町  １ １ 

４ 
陵南町１～３、陵南アパート、船橋２、船橋東、船橋西、船橋
中、船橋南、元町１～１０、美原町1、美原町２、若葉町１～
３ 

 １ １ 

５ 
駅前1、駅前2、25 の甲、幸町、十日市場、道場小路、新宿、
桜小路、末広町1～4、栄町1、栄町2、日の出町、みずき 

 １ １ 

自動車 市内全域 １   

２ 

１ 高屋1～4、西浦1、西浦2  １ １ 

２ 島 1、島 2、泉町、南新町、島 5、曙町、寿町  １ １ 

３ 皿沼 1～3  １ １ 

自動車 市内全域 １   

３ 

１ 東町、君田町、住吉町、十二小路、仲、北  １ １ 

２ 高貝、城之内、高田、馬寄、田中、ひがし団地  １ １ 

３ 宝西、宝東  １ １ 

４ 石川、下河原上、下河原下  １ １ 

４ 

１ 柴橋 1～5  １ １ 

２ 金谷 1～5  １ １ 

３ 木ノ沢、松川東、松川西  １  

４ 中郷 1～8  １ １ 

５ 平塩 1～8  １ １ 

６ 落衣 1、落衣南町、内の袋  １  

５ 

１ 高松  １  

２ 鹿島・下八鍬・上八鍬・臥竜橋  １ １ 

３ 谷沢  １ 1 

４ 清助新田  １ １ 

５ 米沢  １  

自動車 市内全域 １   

６ 

１ 陣ケ峰・新町・中町  １ １ 

２ 上町・麓  １ １ 

３ 上野・宮内  １ １ 

４ 楯・留場  １ １ 

５ 田代  １ １ 

６ 幸生  １ １ 

自動車 市内全域 １   

７ 
１ 新御堂・上宿・東上宿・中宿・下宿・箕輪  １ １ 

２ 鬼越・南坂・桜橋・田沢・橋本・下道  １ １ 

８ 
１ 下河原・中河原・入倉  １ １ 

２ 上河原・道生・雲河原  １ １ 

計 ３９  ４ ３３ ２９ 

【 本 部 】 

団        長  

副  団  長 

本部付分団長 

【本部付】 

音 楽 隊 

女性消防隊 

※１ 消防ポンプ自動車 

※２ 小型動力ポンプ 

積載車 

※３ 小型動力ポンプ 
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（２）各分団の団員数・管轄人口・世帯数等       （令和４年４月１日現在） 

区分 
管轄 

地区 
定数 実員数 充足率 

管轄人口等 実員 1人当たり 

人口 世帯数 人口 世帯数 

本 部 ―  23   20 87.0％ ― ― ― ― 

音楽隊 ―  28   16 57.1％ ― ― ― ― 

女性消防隊 ―  12   9 75.0％ ― ― ― ― 

第１分団 寒河江 129  114 88.4％ 18,854 6,976 165.4 61.2 

第２分団 南 部  83   64 77.1％  4,765 1,718  74.5 26.8 

第３分団 西 根  92   88 95.7％  4,665 1,600  53.0 18.2 

第４分団 柴 橋 116  106 91.1％  4,609 1,560  43.5 14.7 

第５分団 高 松 103  101 98.1％  2,533   832  25.1  8.2 

第６分団 白 岩 145  117 80.7％  2,440  933  20.9  8.0 

第７分団 醍 醐  50   34 68.0％  1,084  360  31.9 10.6 

第８分団 三 泉  50   33 66.0％  1,368  520  41.5 15.8 

計 831  702 84.5％ 40,318 14,499  57.4 20.7 

     

（３）団員の年齢構成                 （令和４年４月１日現在） 

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 平均年齢 

 ３７．７歳 

県平均 39.0歳 
 １人 

(0.1%) 

８８人 

(12.5%) 

３５８人 

(51.0%) 

２０４人 

(29.1%) 

４６人 

(6.6%) 

５人 

(0.7%) 

 

（４）団員実員数の推移                  （各年度４月１日現在） 

平成16年度 平成21年度 平成26年度 令和元年度 令和３年度 令和４年度 

８２０人 ８１８人 ８２４人 ７９７人 ７５１人 ７０２人 

 

（５）出動状況                        (火災単位：件) 

区  分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

火  災 ８ ８ ９ ６ ４ 

自然災害 
※消防団出動災害 

－ － 
台風１９号 

令和元年10月 

豪 雨 

令和2年7月 

地 震 

令和4年3月 
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  （６）通年の主な事業等 

月 内     容 

通年 

随時 

〇災害発生時の対応 

〇毎月１日、１５日を「防火の日」とし、各分団で広報・点検等実施 

〇災害発生のおそれのある時の巡回及び対応 

〇各種訓練、幹部会 

４月 〇辞令交付式、新入団員研修会、春の火災予防運動 

〇春季消防演習 

５月 
〇ポンプ性能検査 

〇実技指導員科消防操法研修（指導部） 

７月 〇西村山支部消防操法大会（担当分団） 

８月 〇市消防操法大会 

１０月 

〇市防災訓練（全分団） 

〇日本消防協会団員指導研修（副分団長以上） 

〇指揮幹部科研修（分団長・副分団長） 

１１月 

〇火災防御訓練 

〇秋の火災予防運動 

〇応急手当普及員講習会（８時間×３日間） 

〇指揮幹部科研修（部長） 

１月 
〇出初式 

〇初級幹部科研修（班長） 

３月 
〇中級幹部研修会 

〇実技指導員科研修（班長） 

その他 

(イベント  

 開催時の 

 警備実績) 

〇さくらんぼの祭典花火大会警備 （第１・４分団） 

〇水郷大江夏祭り花火大会警備  （第４分団） 

〇寒河江まつり神輿の祭典警備  （全分団） 

〇慈恩寺花火大会警備      （第７分団） 

〇雪フェスティバル花火大会警備 （全分団） 

〇東京オリンピック聖火リレー警備（全分団） 

 

（７）報酬等 

階  級 報酬額(年額) 階  級 報酬額(年額) 

団    長 126,100円 部  長  45,100円 

副 団 長 100,000円 部長代理  31,000円 

分 団 長  75,600円 班  長  23,900円 

副分団長  52,200円 団  員  16,800円 

出動報酬 1,100円 (１回当たり) 
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（８）福利厚生 

ア 消防団員等公務災害補償等共済制度 

消防団員が公務上の災害を受けた場合に、被災した消防団員又はその遺族に 

対し、その災害によって生じた損害を補償し、被災した団員の社会復帰の促進、

遺族の救援等を図るために必要な福祉事業を行います。 

 

イ 自動車等損害見舞金支給事業 

消防団の災害活動において、消防団員が使用した自家用車に損害が発生した 

場合に、その損害に対して見舞金を給付して経済的負担を軽減することにより、

消防団員の活動環境の整備等を図るものです。 

 

ウ 消防団員福祉共済制度 

消防団員の福利厚生のための相互扶助による共済制度で、日常生活上の疾病 

や事故による給付のほか、特に公務上での死亡や重度障害に手厚い補償制度と 

なっています。 

 

エ 退職報償金制度 

退職した消防団員の多年の苦労に報いるための功労金としての性格を持つ金 

銭給付です。消防団員等公務災害補償等共済基金の基準に基づき、当該団員の 

階級と勤続年数に応じて退職報償金を支給するものです。 
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 第２節 消防団の課題 

  （１）消防団員の確保 

団員については、各地域の自助努力により確保されていますが、人口減少、少子

高齢化や若者の市外流出などにより、新入団員の確保が難しくなっています。 

令和４年４月１日現在の団員数は、定数８３１人に対し実員数は７０２人、充足 

率８４．５％となっており、令和元年４月から９５名減少しています。 

   また、新入団員の確保が難しいと現役団員が退団できないといった状況になり、

現役団員の士気の低下、ひいては組織力の低下を招く恐れがあります。 

地域住民の安心安全を守る観点から、積極的な加入ＰＲや団員の家族の理解が得 

られるような仕組みを考え、団員の確保を図る対策を行っていくことが必要です。 

更に、機能別消防団員制度導入の検討や自主防災組織との連携を図っていくこと

など、組織強化をさらに進めていく必要があります。 

 

  （２）団員定数の見直し 

         寒河江市消防団に関する条例により、団員定数は８３１人（昭和 44年 3月 25日 

制定）と定められております。 

 現在、条例制定から５０年以上経過する中で、消防車両・資機材等の配備も進ん

でいることから、消防団の活動内容や各分団の実情を考慮した定数の見直しを行う

必要があります。 

 

（３）消防団員の負担軽減 

     消防団員は、災害に対応するために必要な知識や技術の習得のため各種訓練等を 

計画的に実施しています。 

主な事業として、消防演習や操法大会、地域での防火活動などがあります。 

これまで、各種事業の実施については、内容の見直しや日程短縮等を行いながら、

負担軽減に努めてきましたが、令和３年度に実施した団員を対象としたアンケート調

査によると、事業や訓練が負担と感じる団員が多く、今後、事業のあり方を検証して

いく必要があります。 

 

（４）消防団員の処遇改善 

     消防団員は、場合によっては危険が予測される状況の中でも、指揮命令系統の下 

で活動していますが、それらは団員の使命感と家族の協力によって支えられ成り立

っています。 

     このため、報酬等については、危険性や特殊性を考慮する必要があり、国が示す報

酬等の基準に基づく支給や福利厚生の充実など処遇改善を行う必要があります。 
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（５）施設・装備等の充実 

   町会等が所有する消防車両の車庫・詰所等の多くは、建設から５０年以上経過して

おり、一部の建物において老朽化が見られます。 

   また、消防団の役割の多様化に伴い、消防団に対する安全装備や救助用資機材等の

配備など、活動内容に対応した装備を充実させることが重要です。 

   特に、本市においては、豪雨災害に対応するための水防資機材の配備について検討

する必要があります。 

現在、可搬式の小型動力ポンプを２９台配備しておりますが、移動に多くの人員を

要することから、地域の実情や西村山広域行政事務組合消防本部の出動体制などを考

慮しながら配備の見直しを検討する必要があります。 

    

（６）地域コミュニティとの連携 

   地域の防災を担う機関には、消防団のほか、消防本部、警察、町会・自主防災組織

などがあります。 

消防団と各機関とは、教育・研修・訓練・点検など様々な場面で連携するとともに、

適切に役割分担しながら防災に取り組み、地域の総合的な防災力を充実強化していくこ

とが重要です。 

また、その中核的な役割を消防団が担っていくことが必要です。 
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第４章 消防団の目指すべき将来像 
 第１節 消防団に期待される役割 

（１）消防団を中核とした地域防災力の充実強化 

    消防団は、①地域密着性 ②要員動員力 ③即時対応力 というの３つの特性を

有する地域防災の要であり、常備消防とともに「公助」を担いつつ、地域における

「共助」の一翼を担う存在である。 

このため、災害が発生した場合に、市民、町会・自主防災会などの様々な関係機

関が相互に連携協力を行えるよう、平時から消防団が中核的役割を果たし、地域防

災力の充実強化を図ることが求められています。 

 

（２）地域コミュニティの中核 

少子高齢化の進展や都市部への若者の流出、地域コミュニティに対する住民意識

の希薄化等によって、地域の課題は多様化・深刻化する傾向にあります。 

消防団員は、消防団活動などを通じ地域コミュニティ事業に積極的に関わりなが

ら、地域づくりの担い手として地域の活性化等に貢献することが期待されています。 

 

第２節 消防団の目指すべき将来像 

 消防団は、火災予防・消火・救助等幅広い消防防災活動にあたるとともに、災害発生時 

には第一線で活躍する重要な任務を遂行する機関です。 

 市民が、安全・安心で穏やかに暮らせるまちづくりを推進するため、寒河江市消防団は、

地域とコミュニケーションを図り高い災害対応力を備えた、市民に信頼され期待される消防

団を目指します。 
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第５章 消防団の充実強化に向けた取り組み 
 第１節 持続可能な消防団組織の育成 

（１）消防団員の加入促進 

 ・地域との連携 

     新入団員確保に向け、地域と消防団が連携して加入促進に向けた取り組みが円滑

に行われるよう、市から様々な機会を捉え地域に働きかけを行います。 
  

 ・広報活動の強化 

   市報、市ホームページ、Facebookなどを活用し、消防団の存在意義や災害時に活躍

している姿などを写真や動画などで発信するなど加入促進に向けたＰＲを積極的に行

います。また、成人式や入社式などにおいて加入促進のチラシを配布するなど若者へ

の広報活動を強化します。 
 

  ・消防団協力事業所表示制度の推進 

    消防団員の約８６％が被雇用者となっております。被雇用者の入団促進と活動には、

事業所の理解が不可欠であり、総務省消防庁が定めた「消防団協力事業所表示制度」 

の周知を図り、協力事業所表示証の交付を推進します。 
 

  ・機能別消防団員制度導入の検討 

    消防団員の確保が難しく、地域防災力を維持するために特に必要とする地域に、消防

団を引退した方などで組織する機能別消防団員(※１)制度導入について検討します。 

      ※１ 機能別消防団員とは、恒常的な活動をする「基本団員」とは違い、入団資格や

活動内容を限定した団員。 
 

  ・音楽隊、女性消防隊の充実 

    音楽隊、女性消防隊は記念式典や演習などの諸行事への参加をはじめ、市民と消防 

団をつなぐ架け橋として、消防団のイメージアップと防火・防災思想の普及啓発活動 

を行っています。 

  各隊への加入促進と活動内容の充実を図ります。 
 

（２）消防団員の資質向上に対する助成や研修制度の確立 

・準中型免許取得費用に対する助成制度の創設 

     道路交通法の改正により、平成 29年 3月 12日以降に取得した普通自動車免許で

運転できる自動車の車両総重量は 3.5トン未満とされました。これに伴い、車両総

重量 3.5トン以上の消防ポンプ自動車を所有している分団において、将来的に当該

自動車を運転する消防団員の確保が課題になります。 

     消防団員が消防ポンプ車両を運転するために必要な準中型免許取得費用の助成制

度を創設し、消防団活動を支援します。 
    

・研修と訓練の充実 

     消防団員の資質向上を図るため、山形県、西村山広域行政事務組合消防本部など 

関係機関と連携し、災害対応や人命救助のための各種研修・訓練の充実を図ります。 
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第２節 消防団員定数の見直し 
（１）団員定数の見直し 

      現在の消防車両・資機材等の配備状況及び活動内容を考慮し、令和５年４月１日

より、団員定数を８３１人から６２６人（△２０５人）へ見直しを行います。 

    ・活動時の必要人員数（音楽隊・女性消防隊を除く） 

活動内容 配  備 人員数等 

災 害 

消防ポンプ自動車 １０人／１台 

小型動力ポンプ積載車  ５人／１台 

小型動力ポンプ  ５人／１台 

警 戒 

消防ポンプ自動車  ７人／１台 

小型動力ポンプ積載車   ４人／１台 

小型動力ポンプ  ４人／１台 
    
   ・定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分団 部 

車両等装備 
現 行 

定 数 
実員数 

改正後 

定 数 

改正後 

班 数 
自 

※１ 

積 

※２ 

小 

※３ 

本部 

幹 部    ２３ ２０ ２３  

音楽隊    ２８ １６ ２８  

女性消防隊    １２ ９ １２  

１ 

(寒河江) 

１  １ １ ２３ ２０ １８ ２ 

２  １ １ ２３ ２２ １８ ２ 

３  １ １ ２３ １８ １８ ２ 

４  １ １ ２３ １９ １８ ２ 

５  １ １ ２３ ２１ １８ ２ 

自動車 １   １４ １４ １６ １ 

２ 

(南 部) 

１  １ １ ２５ １７ １５ ２ 

２  １ １ ２３ ２０ １５ ２ 

３  １ １ ２２ １５ １５ ２ 

自動車 １   １３ １２ １３ １ 

３ 

(西 根) 

１  １ １ ２３ ２３ １５ ２ 

２  １ １ ２３ ２３ ２０ ２ 

３  １ １ ２３ ２０ １０ １ 

４  １ １ ２３ ２２ １５ ２ 

４ 

(柴 橋) 

１  １ １ ２２ ２２ １６ ２ 

２  １ １ ２２ １７ １６ ２ 

３  １  １４ １１ １１ １ 

４  １ １ ２２ ２１ １６ ２ 

５  １ １ ２２ ２０ １６ ２ 

６  １  １４ １５ １１ １ 

５ 

(高 松) 

１  １  １１ １０ １０ １ 

２  １ １ ２２ ２４ １６ ２ 

３  １ 1 ２２ ２８ １６ ２ 

４  １ １ ２２ １４ １１ ２ 

５  １  １３ １３ １０ １ 

自動車 １   １３ １２ １０ １ 

６ 

(白 岩) 

１  １ １ ２２ １９ １７ ２ 

２  １ １ ２２ １７ １７ ２ 

３  １ １ ２２ ２０ １７ ２ 

４  １ １ ２２ １５ １６ ２ 

５  １ １ ２２ １８ １６ ２ 

６  １ １ ２２ １８ １６ ２ 

自動車 １   １３ １０ １０ １ 

７ 

(醍 醐) 

１  １ １ ２５ １８ １８ ２ 

２  １ １ ２５ １６ １８ ２ 

８ 

(三 泉) 

１  １ １ ２５ ２０ ２０ ２ 

２  １ １ ２５ １３ １５ ２ 

計 ３９ ４ ３３ ２９ ８３１ ７０２ ６２６ ６５ 

※１ 消防ポンプ自動車  ※２ 小型動力ポンプ積載車  ※３ 小型動力ポンプ 
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第３節 消防団員の負担軽減と処遇改善 

（１）消防団員の負担軽減 

・消防団事業の見直し 

    消防団員の負担軽減のため、各種事業や訓練等を適時見直し、時間の短縮や簡略

化、効率的で効果的な訓練方法などを検討し、負担軽減を図ります。 

【具体例】 

  〇消防演習など各種事業の見直し及び時間短縮等の検討 

  〇操法大会に代わる訓練の実施 

 

（２）消防団員の処遇改善 

  ・報酬、出動手当の見直し 

   国が示す非常勤消防団員の報酬等の基準及び活動内容を考慮し、報酬、手当等の

見直しを行い団員個人に直接支給します。 

【階級別報酬等】 

階  級 
現   行 

報酬(年額) 

改 正 後 

報酬(年額) 

団    長 １２６，１００円 １２６，１００円 

副 団 長 １００，０００円 １００，０００円 

分 団 長   ７５，６００円   ７５，６００円 

副分団長   ５２，２００円   ５２，２００円 

部  長   ４５，１００円   ４５，１００円 

部長代理   ３１，０００円   ３９，０００円 

班  長   ２３，９００円   ３８，０００円 

団  員   １６，８００円   ３６，５００円 

 

   【出動報酬】 

全団員共通 現   行 改 正 後 

災    害 
１，１００円 

    （１回当たり） 

８，０００円 

（１日当たり）※１ 

警戒・訓練 
１，１００円 

（１回当たり） 

４，０００円 

（１日当たり）※２ 

※１ ４時間以内  4,000円、 ４時間超８時間以内 8,000円、 

８時間超 ４時間毎 4,000円追加 

※２ ４時間以内  2,000円、 ４時間超８時間以内 4,000円 
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第４節 施設・装備等の充実及び消防車両等の配備の見直し 

（１）施設・装備等の充実 

  ・施設整備の推進 

町会等が所有する消防車両の車庫・詰所等の建て替え費用に対し助成を行い、消防団 

活動のための施設整備を推進します。 

  

  ・水防資機材の配備 

    各分団が必要とする水防資機材について、計画的に配備を進めます。 

 

(２) 消防車両等の配備の見直し 

  ・小型動力ポンプ積載車等の配備の見直し 

災害時の消防車両等の稼働状況を考慮し、小型動力ポンプ積載車及び可搬式小型動 

力ポンプの配備について見直しを検討します。 

特に、可搬式小型動力ポンプについて、移動に多くの人員を要することから各分団・ 

地域と必要性について協議を進めます。 

 

第５節 地域コミュニティとの連携 

（１）地域コミュニティとの連携強化 

消防団員は、地域の各種団体の役職を担うとともに、行事等においては中核として

活躍しています。 

引き続き、各種団体と消防団の現状や課題等の共有化を図りながら、地域コミュニ

ティとの連携強化を図ります。 

 

（２）自主防災組織等との連携 

自主防災会等の市民主体の防災組織の設立が進んでおり、地域防災力の向上が図ら

れています。 

自主防災会等の関係団体と連携し、知識や技能の習得及び訓練などを行い災害活動

の強化を図っていきます。 


